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Ⅰ はじめに 

 

当委員会は、社会資本の老朽化対策が大きな課題となる中で、  

築５０年を経過した県庁舎をはじめ、今後の県有施設の再整備の  

あり方について協議するため、平成 27年５月に設置された特別委員

会である。 

 

 本県が保有する建物は、平成 28年度末現在で 5,642棟、延面積は

約 244万㎡で、平均築年数は約 32年となっている。このうち、建築

後 50年以上経過した建物棟数は約８％であるが、10年後には約 36％、

20 年後には約 58％となるなど、今後は施設の老朽化がさらに進み、

大規模改修や再整備等に要する経費の増加が見込まれる状況となっ

ている。 

 また、本県人口は平成 17年から減少局面に入っており、少子高齢

化も一層顕著となってきている。平成 30年９月には 200万人を下回

り、その後の推計も 2025年には 189万人、2045年には 151万人にま

で減少するなど、この傾向は更に進展するものと考えられることか

ら、今後の県有施設の再整備については、人口の推移や年齢構成等

の変化を見据えて進めることが必要となってきている。 

 

 こうした状況を踏まえ、当委員会は、県有施設再整備対策の推進

について、４年間で計 21回の委員会を開催し調査・検討を重ねたほ
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か、先進地への県外視察も実施した。 

平成 27年度には、県庁舎再整備についての重点的な調査及び、「岐

阜県庁舎再整備基本構想」の策定を見据えた意見書の提出を行い、

平成 28年度には、県庁舎再整備の調査を継続するとともに、県立高

等学校や警察署庁舎を中心に、県有施設の現況や課題、再整備の方

向性等についても幅広く調査を実施した。平成 29年度は、県庁舎建

設工事の基本設計を見据えた調査と、県有施設の長寿命化に向けた

維持保全や再整備及び施設の複合化・集約化についての調査、最終

年度となる今年度は、県庁舎建設に関する調査を継続しつつ、県有

建物長寿命化計画についての調査及び岐阜県公共施設等総合管理基

本方針等の見直しについての調査を行ってきた。 

 

そこで当委員会は、これまでの４年間にわたる県有施設の再整備

についての調査及び委員による検討・協議を踏まえた結論として、

平成 29年３月の中間報告の内容を含めて最終的な提言を行う。 

この提言が、今後の県政運営に反映されることを期待するもので

ある。 
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Ⅱ 提  言 

 

１ 県有施設全般について 

 

県有施設の多くは高度経済成長期に集中的に整備されており、 

今後一斉に更新時期を迎えることから、将来的な財政負担の増大が

見込まれる。中でも県庁舎、83の県立学校、22の警察署庁舎などの

再整備費用は、特に大きな負担となることが予想される。 

その一方で、人口減少・少子高齢化への対応や地方創生の推進、

社会保障関係経費の増嵩への対応、防災・減災対策など、本県が抱

える行政課題は複雑かつ多岐にわたっており、それを支える本県財

政についても、これまでの行財政改革の着実な取組みにより、持続

可能な財政運営に道筋がつきつつあるものの、県債残高が過去最高

となるなど依然として厳しい状況であり、引き続き、節度ある財政

運営が求められている。 

 

そうした中で、今後の県有施設の再整備にあたっては、必要とな

る経費の将来見通しの推計、効率的な維持管理及び予防保全による

長寿命化を進めること等により、財政負担の平準化やトータルコス

トの縮減を図るとともに、将来の人口減少等に伴う利用需要や行政

ニーズの変化を見据えながら、県有施設の総量についても見直しを

進めていく必要がある。併せて、より広域的な活用の観点から、各
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施設の配置や規模の最適化の検討など、限られた財源と資産の最大

限の活用を考えていかなければならない。更にその実施に向けては、

全庁的な推進体制により、総合的かつ計画的な対応が求められると

ころである。 

 

 県では、平成 27 年８月に、その後 10 年間における公共施設等の

総合的かつ計画的な管理の基本方針を定めた「岐阜県公共施設等総

合管理基本方針」を策定した。この基本方針はさらに、総務省によ

る「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」の改訂を踏

まえ、施設のユニバーサルデザイン化や本方針の進捗管理における

ＰＤＣＡサイクルの推進方針、本方針に基づく取組みを効率的かつ

効果的に推進するための全庁的な取組み体制の構築及び公共施設マ

ネジメントに資する情報の効率的な管理などを盛り込み、平成 31年

３月に改訂を予定している。 

また、今回の基本方針の改訂を踏まえ、平成 30年３月に策定した

個別施設ごとの具体の対応方針を示す「岐阜県県有建物長寿命化計

画」の見直しを行うこととしている。 

 

 このように、県では県有施設の総合的かつ計画的な管理を進めて

いるが、今後の再整備にあたっては、これまでの当委員会での調査・

議論等も踏まえ、下記の事項に配慮されたい。 
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記 

 

○ 「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づいて施設の長寿

命化や再整備を進めるにあたっては、部局等の枠を超えた全庁的

な取組体制として構築した「公共施設等総合管理推進本部」を中

心に、施設の現状や課題、再整備の基本方針等について、十分に

認識を共有しつつ、効果的に取り組み、適切な進捗管理に努めら

れたい。 

 

○ 今後の再整備に備え、長期的な視点をもって、必要となる経費

の見通しを立てるとともに、再整備の時期が集中することがない

よう、計画的な建替えや改修等を進めることで、財政負担及び事

業量の平準化を図られたい。 

 

○ 再整備にあたっては、人口減少、少子高齢化に伴う利用需要や

行政ニーズの変化などを見据えながら、各施設の利用状況や状態、

必要性を適宜検証し、施設全体の配置や適正規模、機能のあり方

について継続的に検討を進め、施設の廃止や規模の縮小、集約化

や転用、関係市町村への移管等を含めて、見直しを図られたい。 
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○ 施設の統合や廃止などによる保有施設数や全体の配置の適正化

を検討するにあたっては、国、市町村の施設の状況を踏まえると

ともに、地元市町村や県民の意見も取り入れる仕組みをつくり、

最適な施設配置となるよう考慮されたい。 

 

○ 将来にわたり利用する施設については、予防保全型の計画的な

維持管理により施設の長寿命化を積極的に推進し、トータルコス

トの縮減を図られたい。 

 

○ 未利用施設や利用率の低い施設については、その状況を的確に

把握し、有効活用や処分に向けた対策を積極的に検討されたい。 

 

○ 再整備には、高度な知識と技術を要することから、計画的に建

築及び設備技術者を採用するなど、将来を見据えた人材の確保と

育成を推進するとともに、人員を適正に配置されたい。 

 

○ 施設の点検・診断や維持管理・更新の履歴など公共施設マネジ

メントに資する情報や固定資産台帳の情報等を活用した県有施設

全体を統括できるデータベースを構築するなどして、一元的かつ

定期的な管理と幅広い情報共有を図られたい。また、効果的・効

率的な管理運営に向けた情報の有効活用に努められたい。 

 

○ 再整備にあたっては、県内業者の受注機会の確保と県産材や県

産品の利活用の促進に努められたい。 
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２ 各施設について 

 

次に、施設類型別にみると、県庁舎については、平成 28年３月に

「岐阜県庁舎再整備基本構想」が策定され、平成 29 年 10 月に基本

設計、今年２月には実施設計がまとめられて、再整備が具体化して

きたところであるが、行政及び危機管理の中枢拠点として、本県を

代表し県民に親しまれる庁舎とするために、今後も丁寧な議論を重

ねることが重要である。 

県立学校については、建物本体の耐震化工事は全て完了したもの

の、築 50年以上が経過した校舎も少なからず存在するなど、全体的

に老朽化が進んできている。加えて、新子どもかがやきプランに基

づく高等特別支援学校の整備や、教育環境整備としての空調設備の

整備、ＩＣＴ環境の整備などの新たな教育課題にも対応する必要が

ある。また、県立学校の校舎等の施設は県有施設の約４割を占めて

おり、今後の再整備費用は膨大なものになると想定されることから、

今後の少子化等の状況も踏まえながら、計画的な再整備を図る必要

がある。 

また、警察署庁舎は、本県の治安を守る警察活動の拠点であり、

災害時には地域の防災拠点ともなる施設であるが、建設当時と比べ

警察官が大幅に増員したことなどで、建物の老朽化に加え、狭隘化

が特に顕著であることから、管内情勢や庁舎に求められるニーズの

変化に対応するとともに、災害発生時の活動拠点としての機能を強

化した施設として、優先順位を付けながら、早期に計画的な建替え
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や維持保全、長寿命化等を進める必要がある。 

 

以上のことから、今後の各施設の再整備にあたっては、これまで

の当委員会での調査・議論等も踏まえ、下記の事項に配慮されたい。 

 

 

記 

 

（県庁舎の再整備について） 

 

○ 新庁舎の配置や規模、事業費など、「岐阜県庁舎再整備基本構想」

や基本設計、実施設計の主たる内容に大幅な見直しが生じる場合

は、速やかに県民及び議会に対して、その理由を明らかにし、説

明責任を果たされたい。 

 

○ 再整備における重要な事項の検討にあたっては、有識者会議や

県議会を含め、広く県民等の意見を聴取しながら、今後とも丁寧

な議論を進められたい。 

 

○ 再整備の各段階において、適切な工程管理を行うとともに、必

要に応じて見直しを図るなど、県として主導的な役割を果たされ

たい。 
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○ 平成 28年熊本地震や過去に発生した災害における課題、今後発

生が予想される大規模地震の被害想定なども踏まえ、大規模災害

時においても、災害対策の中枢拠点として十分な役割を果たせる

耐震性と機能を備えた庁舎とされたい。 

 

○ 個人情報保護や防犯等のため、新庁舎は行政機関として求めら

れるセキュリティを確保されたい。 

 

○ 県庁敷地内においては、車両と歩行者の動線を整理し、スムー

ズな流れを確保するとともに、バス・タクシー乗り場などを適切

に配置するなど、利用者の安全と利便性を確保されたい。 

  また、駐車場については、建設工事期間も含めて十分なスペー

スを確保されたい。 

 

○ 事業所内保育所の整備については、利用者となる職員等の意見

を踏まえ、利用しやすく、仕事と子育てが両立できる職場環境の

整備に資するものとされたい。 

 

○ 新庁舎では、省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用等に

よる環境負荷の低減を図るとともに、耐用年数の長い機器の導入

等によりライフサイクルコストの低減に努められたい。 
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○ 再整備にあたっては、県庁舎周辺施設に入居する県関係機関の

移転など、周辺エリア全体の利活用を考慮した一体的な整備をさ

れたい。 

 

○ 平成 27年 12月 21日付けで、当委員会から知事に提出した「岐

阜県庁舎再整備に対する意見書」（別添１）について、十分に配慮

されたい。 

 

 

（その他施設の再整備について） 

 

○ 県立学校の再整備にあたっては、今後の少子化の推移、各地域

における役割、現在進められている高校活性化の状況や財政状況

等を総合的に勘案し、計画的な建替えや維持保全、長寿命化等を

進められたい。 

 

○ 県立学校の再整備にあたっては、今後考えられうる教育課題に

広く対応するため、柔軟な利用が可能な学校施設とされたい。 

 

○ 警察署庁舎の再整備にあたっては、建物等の老朽化のほかに、

狭隘化の度合い、将来の人口減少や高齢化及び必要勤務人員の増

減、管内情勢や庁舎に求められるニーズの変化、セキュリティ対

策等も勘案した上で、計画的な建替えや維持保全、長寿命化等を

進められたい。 
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○ 警察署庁舎の再整備にあたっては、行政機関との連携も考慮し、

総合庁舎など各地域の県有施設の配置状況も踏まえて検討された

い。また、駐車場については、利用者の利便性等に配慮し、十分

なスペースを確保されたい。 
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参  考 

 

【 委員会の活動状況 】 

１ 委員会の開催  

◆平成２７年度 

開催時期 主な調査事項 

第１回 ５月８日 ○正副委員長の互選 

第２回 ５月１２日 

○重点調査項目について 

○所管事務事業の説明聴取について 

 ・県有施設の現状と課題 

  （県庁舎、総合庁舎、県立高校校舎等、    

警察署庁舎） 

第３回 ７月８日 

○県庁舎の再整備について 

 ・岐阜県庁舎再整備基本構想の考え方 

 ・最近建替えを行った他県の状況 

 ・県庁舎再整備スケジュール案 等 

・その他の県有施設の現状と課題 

・岐阜県公共施設等総合管理基本方針（案） 

第４回 １０月７日 

○県庁舎の再整備について 

 ・再整備に関する県民意見募集結果 

 ・岐阜県庁舎再整備基本構想の考え方 

  （新庁舎の規模、敷地利用・配置計画、 

   その他重要な機能・性能 等） 

第５回 １２月１８日 

○県庁舎の再整備について 

・岐阜県庁舎再整備基本構想の骨子案 

・議会エリアの規模の検討 

○県庁舎再整備に対する意見書について 

第６回 ３月２３日 

○県庁舎の再整備について 

・岐阜県庁舎再整備基本構想（案） 

・基本構想（案）に対する県民意見募集結果 

○中間報告作成に係る協議 
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◆平成２８年度 

開催時期 主な調査事項 

第７回 ５月１２日 

○重点調査項目について 

○所管事務事業の説明聴取について 

 ・岐阜県庁舎再整備基本構想 

 ・県有施設の現状と課題 

  （総合庁舎、県立高校校舎等、警察署庁舎） 

第８回 １０月１３日 

○県有施設の再整備について 

 ・警察署庁舎の現状と課題 

 ・小規模化が懸念される県立高校の現状 

 ・その他の県有施設の現状 

 ・県有施設に係る修繕・改修経費の推移 

第９回 １２月１４日 

○県庁舎の再整備について 

 ・議会棟のあり方 

・駐車場の整備 

第10回 ３月１４日 
○県庁舎の再整備について 

○中間報告（提言）作成に係る協議 

 

◆平成２９年度 

開催時期 主な調査事項 

第１１回 ５月１１日 

○重点調査項目について 

○所管事務事業の説明聴取について 

 ・岐阜県庁舎建設工事の基本設計について 

 ・その他県有施設の現状について 

  （総合庁舎、県立高校校舎等、警察署庁舎） 

第1２回 ７月５日 ○県庁舎の再整備について 

第1３回 １０月１２日 
○県庁舎の再整備について 

 ・岐阜県庁舎 基本設計（案） 

第1４回 

（勉強会） 

１２月８日 ○議会棟の実施設計（内装・設備等）について 
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開催時期 主な調査事項 

第1５回 １２月１３日 ○個別施設毎の長寿命化計画の策定について 

第1６回 ３月１３日 
○個別施設毎の長寿命化計画の策定について 

○中間報告作成に係る協議 

 

◆平成３０年度 

開催時期 主な調査事項 

第１７回 ５月１０日 ○重点調査項目について 

○所管事務事業の説明聴取について 

 ・岐阜県県有建物長寿命化計画について 

・県有施設の現状等について 

 （県庁舎再整備、今後の総合庁舎の修繕等計画、 

  県立高等学校校舎等の整備、警察施設の整備） 

第１８回 ７月４日 ○岐阜県庁舎の再整備について 

○警察施設の整備について 

・高山警察署庁舎等の建設状況について 

第１９回 １０月１１日 ○岐阜県公共施設等総合管理基本方針等の見直し 

 について 

○岐阜県庁舎（議会棟）の再整備について 

第２０回 １２月１９日 ○岐阜県公共施設等総合管理基本方針等の見直し 

（素案）について 

第２１回 ２月２８日 ○岐阜県公共施設等総合管理基本方針等の見直し 

 について 

○岐阜県庁舎の再整備について 

 ・実施設計について 

○提言作成に向けた協議 
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２ 県外視察の実施  

調査年月日 調査項目 

平成２７年 

１１月１３日 

○視察場所 

 ・石川県庁（石川県金沢市）   

【最近の県庁舎建替えの事例】 

・平成１４年１１月竣工（開庁は１５年１月） 

・総事業費：７２２億円（工事費 561億／用地費 161億） 

・建築面積：約１４，２２３㎡ 

・庁舎特徴：人にやさしい／環境にやさしい／災害に強い 

→石川県の担当者から、庁舎の建設経緯や建物の概要、 

設計コンセプト等について説明を受けた後、行政庁舎内

の執務室、危機管理施設、議会庁舎などを視察 

 

 ・しいのき迎賓館（石川県金沢市／旧県庁舎）   

【迎賓機能の事例】 

・平成２２年４月開館（旧県庁舎を活用） 

・延床面積：約４，８０３㎡ 

・館内施設：ギャラリー、カフェ、レストラン 

イベントホール、セミナールームなど 

→施設担当者から、施設の概要等について説明を受けた後、

館内施設を視察 
 

平成３０年 

 １月３０日 

○視察場所 

 ・設楽町庁舎（愛知県北設楽郡設楽町）   

【木造建築の事例】 

・平成２６年１月から供用開始 

・総事業費：１３億８千万円 

・延床面積：約２，９１８㎡ 

・木造平屋建て、主構造は集成材による柱と梁 

・材料は主に町有林と財産区林から切り出した檜及び杉 

・役場棟の他、議場・図書館棟、子どもセンター棟を整備 

→設楽町の担当者から、庁舎等各施設の概要等について説

明を受けた後、庁舎内執務室、議場、設備などを視察 
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３ 意見書の提出  

提出年月日 意見書の内容 

平成２７年 

１２月２１日 

○岐阜県庁舎再整備に対する意見書（別添１） 

 

 ・岐阜県庁舎再整備基本構想の策定を初め、今後の県庁舎

の再整備における配慮事項をまとめた意見書を、猫田 

委員長から古田知事に対して提出 
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岐阜県庁舎再整備に対する意見書 

 

 

 岐阜県庁舎が今年で築４９年経過し老朽化が進んでいることなどを踏まえ、

県議会では本年５月、県庁舎をはじめとする県有施設の再整備のあり方につい

て協議するため「県有施設再整備対策特別委員会」を設置し、議論を進めてき

ているところである。 

 これまでの委員会での議論も踏まえ、とりわけ、今年度内に予定している「岐

阜県庁舎再整備基本構想」の策定をはじめ、今後の県庁舎の再整備に当たり、

下記の事項に配慮されたい。 

 

 

記 

 

 

○ 新庁舎については、県を代表する建築物として、また、「清流の国ぎふ」を

象徴する存在として、県民に親しまれる施設づくりに努められたい。 

 

○ 新庁舎の配置にあっては、近隣地域や警察本部庁舎に対する影響、景観、

来庁者、職員の利便性などを考慮し決定されたい。 

 

○ 新庁舎の規模にあっては、県の人口、職員数、行政需要など、将来展望を

見据えながら、最適な規模で計画されたい。 

 

○ 新庁舎の建設にあっては、県産材や県産品の活用や県内業者の受注機会の

確保に努められたい。 

 

○ 議会庁舎にあっては、来庁者にとっての分かりやすさ、セキュリティ等の

面から、行政庁舎と別棟にするのが望ましい。 

 

○ 耐震性はもとより、風水害や火災などに対する高い安全性とともに、多く

の要員が活動できるスペース、信頼性のある防災システム、ヘリポートなど

を備え、危機管理の中枢拠点としての役割を十分果たせる新庁舎とされたい。 

 

 

 

 

別 添 １ 
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○ 高齢者や障がい者はもとより、全ての来庁者にとって分かりやすく使いや

すい新庁舎とするため、人にやさしいユニバーサルデザインを基調とされた

い。 

 

○ 来庁者の利便性に配慮し、新庁舎には県民向けの情報発信コーナーや相談

用のスペース、駐車場、バス乗降場などの付帯施設を整備されたい。 

 

○ 省エネルギー、省資源を徹底するとともに再生可能エネルギーの利用など

により環境にやさしい新庁舎とされたい。 

 

○ ライフサイクルコストの低減に努めるとともに、維持管理が容易で、耐久

性・汎用性に優れた施設整備を推進し、長寿命化を図られたい。 

 

○ 迎賓機能については、施設の利用頻度を踏まえ、必要なスペースを整備さ

れたい。併せて、旧岐阜総合庁舎の活用についても検討されたい。 

 

○ 警察の庁舎及び関係施設が狭隘であるため、新庁舎の整備にあたり、これ

ら施設についても再整備を検討されたい。 

 

 

                       平成２７年１２月２１日 

 

 

 岐阜県知事  古 田  肇  様 

 

 

              岐阜県議会県有施設再整備対策特別委員会 

                       委員長   猫 田  孝 
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【 県 有 施 設 再 整 備 対 策 特 別 委 員 会 】 

（平成 27年度～平成 30年度） 

 

委 員 長 猫 田
ね こ た

   孝 
た か し

 （ 大 垣 市 ）（H27.5～H31.5） 

 

副委員長 小 川
お が わ

  恒 雄
つ ね お

 （ 美濃加茂市 ）（H29.5～H31.5） 

  村 下
むらした

  貴 夫
た か お

 （ 養 老 郡 ）（H27.5～H29.5） 

 

委 員 藤 墳
ふじつか

   守 
ま も る

 （ 不 破 郡 ）（H27.5～H31.5） 

  渡 辺
わたなべ

  嘉 山
か ざ ん

 （ 岐 阜 市 ）（H27.5～H29.5） 

  足 立
あ だ ち

  勝 利
かつとし

 （ 各 務 原 市 ）（H29.5～H31.5） 

  小 川
お が わ

  恒 雄
つ ね お

 （ 美濃加茂市 ）（H27.5～H29.5） 

  村 下
むらした

  貴 夫
た か お

 （ 養 老 郡 ）（H30.5～H31.5） 

  川 上
かわかみ

  哲 也
て つ や

 （ 高 山 市 ）（H27.5～H29.5） 

  松 岡
まつおか

  正 人
ま さ と

 （ 各 務 原 市 ）（H27.5～H29.5） 

  山 本
やまもと

  勝 敏
かつとし

 （ 多 治 見 市 ）（H29.5～H30.5） 

  田 中
た な か

  勝 士
か つ し

 （ 羽 島 郡 ）（H27.5～H29.5） 

  高 木
た か ぎ

  貴 行
たかゆき

 （ 多 治 見 市 ）（H27.5～H31.5） 

  加 藤
か と う

  大 博
ともひろ

 （ 加 茂 郡 ）（H27.5～H31.5） 

  水 野
み ず の

  吉 近
よしちか

 （ 岐 阜 市 ）（H27.5～H31.5） 

  長 屋
な が や

  光 征
こうせい

 （ 岐 阜 市 ）（H27.5～H31.5） 

  山 田
や ま だ

  実 三
じつぞう

 （ 瑞 浪 市 ）（H27.5～H29.5） 

  布 俣
ぬのまた

  正 也
ま さ や

 （ 飛 騨 市 ）（H29.5～H31.5） 

  広 瀬
ひ ろ せ

   修 
お さ む

 （ 岐 阜 市 ）（H29.5～H31.5） 

  若 井
わ か い

  敦 子
あ つ こ

 （ 岐 阜 市 ）（H27.5～H31.5） 


